
該当する事務にチェックをしてください。

就学支援金の申請に使用する場合
→ ①『高等学校等就学支援金』にチェック

※ 就学支援金の申請の際に、この書類を提出していれば、
奨学給付金の手続きの時には、再度、提出は不要です。

奨学給付金を申請する予定の方は
→ ③『北海道公立高校生等奨学給付金』にもチェック

奨学給付金とは・・・

生活保護受給世帯、住民税非課税世帯を対象とした、

授業料以外の教育費（教科書費・修学旅行費など）を支援するための、
返還の必要のない給付金です。

毎年７月頃、保護者等の所得情報が更新されるので、これに基づいて改めて受給資格の確認を
行います。

※マイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、同意された事務に活用します。

表 面

提出年月日を記入してください。
※ 入学前に提出する場合は「入学月日」としてください。

就学支援金の申請をする生徒について記入してください。

個人番号カード等の写し（裏面に貼付）を
提出する保護者等について記入してください。



保護者等の番号確認書類の写しを貼付してください。

①個人番号カード（プラスチック製）の場合

表面に顔写真、氏名、住所、生年月日など
裏面にマイナンバーなどが表示されているカード

カバーをはずして両面のコピーを貼り付けてください。

②個人番号が記載された住民票の写しの場合
（原本）または住民票記載事項証明書をホチキス留めしてください。

裏 面

忘れずに
個人番号カード等の写しを提出する保護者等
についてマイナンバーも記入してください。

表面と同様に、
就学支援金の申請をする生徒について記入してください。

※生徒のマイナンバー確認書類は添付不要です。
（課税額の確認対象が生徒本人である場合を除く。）

添付する番号確認書類に
チェックしてください。
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